
証券コード　5699
2020年３月11日

株　主　各　位
兵庫県たつの市揖保川町正條379番地
株 式 会 社 イ ボ キ ン
代表取締役社長 高 橋 克 実

第36期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第36期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席くださいますようご
通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数な
がら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示
いただき、2020年３月25日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い
申しあげます。

敬　具
記

１．日 時 2020年３月26日（木曜日）午前10時
２．場 所 兵庫県姫路市南駅前町100番

ホテル日航姫路　３階　光琳の間
（前回と会場が異なっております。ご来場の際は、末尾の株主総会会場ご案内図
をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第36期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）事業報告、連結計算書

類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第36期（2019年１月１日から2019年12月31日まで）計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役５名選任の件
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
第５号議案 取締役の報酬額改定の件

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお
願い申しあげます。
　なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正
後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス　https://www.ibokin.co.jp/）に掲載
させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

１．企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及び成果

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やか
な回復基調で推移した一方、通商問題の動向が世界経済に与える影響や中国経済の不確実性、
及び消費税率の引き上げに対する影響など、依然として不透明な状態が続いております。この
ような経済情勢の下、当社グループの強みである解体事業を核とした工事現場から発生するス
クラップの買取り、産業廃棄物収集運搬及び中間処理までを一貫して完結する「ワンストップ・
サービス」を中心とした営業展開を推進し業績の確保に努めてまいりました。
　これらの結果、当連結会計年度における売上高は6,250,705千円(前年同期比3.3％減）、営
業利益は304,804千円（同8.6％増）、経常利益は350,877千円（同10.6％増）、親会社株主
に帰属する当期純利益は281,547千円（同26.1％増）となりました。

各セグメント別の状況は以下のとおりです。
＜解体事業＞

　解体工事の需要は堅調に推移し、化学プラントや重油タンクなどの大型案件15件を含め、
209件の解体工事を施工しました。特殊な環境の中で施工する大型医療機器や産業機械等重
量物の解体・撤去サービスも堅調に推移致しました。

これらの結果、売上高は1,743,831千円（前年同期比26.3％増）、営業利益は133,703千
円（同5.0％減）となりました。また、受注残高につきましても824,624千円と順調に推移し
ております。

＜環境事業＞
　環境事業セグメントは、産業廃棄物の処理受託による売上高と、入荷した産業廃棄物を選
別・加工したうえで再生資源として販売することによる売上高により構成されておりますが、
産業廃棄物処理受託売上高は堅調に推移しました。また、小型家電や厨房機器などの金属と
プラスチックなどの複合製品を破砕する大型シュレッダー設備を更新したこと及び再生資源
販売の販路を新たに開拓したことにより、廃棄物処理受託数量28,789トン、再生資源販売数
量16,474トンと堅調に推移しました。これらの結果、売上高は1,534,226千円（前年同期比
0.9％増）、営業利益は113,040千円（同165.4％増）となりました。
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＜金属事業＞
　スクラップの取扱高は61,074トンと堅調に推移しました。一方で、当連結会計年度におけ
る鉄スクラップ価格は海外市況の下落の影響を受けて国内価格も４月以降期末にかけて約
30％以上下落しました。本セグメントの売上高はスクラップ相場に連動して変動します。仕
入価格も販売価格と同様に相場に連動して変動するため、利益は相場変動による影響を受け
にくい仕組みになっていますが、仕入から販売までの加工に日数を要するため、相場が短期
間に急激に下落したり継続して下落し続けた場合にも利益が圧迫されることになります。

これらの結果、売上高は2,972,647千円（前年同期比16.6％減）、営業利益は58,060千円
（同40.3％減）となりました。

⑵　設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施致しました当社グループの設備投資の総額は475,378千円
で、その主なものは次のとおりであります。
　機械装置　　　　シュレッダー機　　　　　　　　　　216,200千円
　　　　　　　　　プレス機　　　　　　　　　　　　　  33,200千円

⑶　資金調達の状況
　当連結会計年度中に実施致しました設備投資等に係る所要資金は、自己資金により充当致し
ました。

－ 3 －

当事業年度の事業の状況



⑷　直前３事業年度の財産及び損益の状況
企業集団の財産及び損益の状況

区 分 第 33 期
(2016年12月期)

第 34 期
(2017年12月期)

第 35 期
(2018年12月期)

第 36 期
(当連結会計年度)
(2019年12月期)

売 上 高(百万円) 4,143 5,332 6,465 6,250

経 常 利 益(百万円) 91 214 317 350

親会社株主に帰属
す る 当 期 純 利 益(百万円) 45 142 223 281

１株当たり当期純利益 (円) 40.96 125.21 163.03 164.33

総 資 産(百万円) 2,589 3,115 4,807 4,599

純 資 産(百万円) 1,183 1,336 2,631 2,854

１株当たり純資産額 (円) 1,041.90 1,176.84 1,535.66 1,671.78

（注）１．第35期より連結計算書類を作成しておりますので、第34期以前の各数値は単体ベースで記載してお
ります。

２．2018年３月30日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っておりますが第35期の期首に当該
株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を当
連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度の総資産の金額については、当該会計基準等
を遡って適用した後の金額となっております。
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⑸　重要な親会社及び子会社の状況
　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

株 式 会 社 国 徳 工 業 10百万円 100％ プラントなどの建築構造物の解体工事

⑹　対処すべき課題
①　解体事業の拡充

　1960年代に建設されたビルやプラントなどの建築構造物は50年以上が経過し、それぞれが順次更新の
時期を迎えております。また、それ以降の高度経済成長期に建設された膨大な数の建築物も順次更新され
ることになりますが、安全で環境保全にも配慮した適正な解体工事に対する社会的なニーズは全国的に広
範囲な規模で今後急速に高まってくるものと予想されます。こうした背景を元に、国土交通省においても
適正・適法な解体工事が施工される施策として1971年に制定された建設業の許可に係る28業種区分を
45年ぶりに見直し「解体工事業」が新設されました。2019年には完全許可制度となり、2021年には一
定の要件を満たす技術者制度が導入される予定であります。
　下請に対する発注金額が４千万円以上の解体工事は特定建設業許可を取得することが義務付けられて
おり、一級国家資格を持つ監督員（監理技術者）が現場に常駐する必要がありますので、大型工事１件の
元請受注に対し１名の監理技術者が必要となります。即ち会社に所属する監理技術者数が同時平行して
施工できる工事数になります。従来の解体工事業界は下請体質であり、施工技術を有してはいるものの工
事管理能力のある工事業者は少なく、多くの業者は「一般建設業」で営業しており、数少ない特定建設業
許可業者でも一般的には一級国家資格を保有する社員は多くは在籍していないのが実状であります。こ
のような中、当社は特定建設業を取得し、2019年12月末時点においては８名の一級施工管理技士（１名
が専任技術者、７名が監理技術者）が在席しておりますので元請として同時並行で施工できる大型工事を
８件まで受注することができることになります。今後も有資格者を拡充し、大型工事の元請受注件数を増
加させていくことで売上高の増加を目指してまいります。

②　事業領域の拡充
　当社グループが現在行っている金属やプラスチック、木材などのリサイクル事業を深掘りし、リサイク
ル技術を高めることで廃棄物から有用金属、プラスチックなどのリサイクル資源の回収率を高めると共
に、リサイクル過程で発生する廃棄物及び外部から受け入れた廃棄物からリサイクル資源を製造する事業
を強化し、リサイクル率と再生資源の付加価値を高めてまいります。
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　これらに加えて、ビルやプラントなど建築物を解体する解体事業においては、工事現場で発生する副産
物としての鉄スクラップや木材などの有用資源のリサイクル率を高めると共に、同時に発生する産業廃棄
物を環境保全に配慮した上で、適正・適法に処理を行うことが重要な課題です。
　また、循環資源を継続的に安定して受け入れることも重要な課題であると認識しております。金属事業
は、1973年創業以来46年間に亘る事業であり地域における安定的な集荷基盤を有しておりますが、引き
続き積極的な営業展開を行うことにより、新規仕入先の開拓に努めてまいります。環境事業につきまして
は、ゼネコンやハウスメーカー等の建設業及び厨房用冷凍・冷蔵機器メーカーや自動販売機等の複合素材
並びにMRI等の医療機器メーカーとも多年に亘る信頼関係を元にした安定的な循環資源の受け入れ態勢
は整っておりますが、金属事業と同様に積極的な営業展開を行い新規顧客の開拓に努めてまいります。
　大手リース会社やアセットマネジメント関連企業とのタイアップにより循環資源排出元の企業におけ
るリース資産の除却や廃棄に際して当社グループのトータルソリューションを提供することによるリサ
イクルビジネスを創造しておりますが、今後とも工場閉鎖等に関する案件情報を共有し、循環資源の調達
の幅を拡げ売上高の増加を目指してまいります。

③　事業地域の拡大
　解体工事を全国規模で展開していく中において、工事現場で副産物として発生する有用金属や産業廃棄
物のリサイクル及び適正処理が重要な課題であることは前述のとおりですが、これらの静脈産業で取り扱
う金属スクラップや産業廃棄物の付加価値は自動車や電気製品などプロダクトアウトされる動脈産業の
製品に比較すると格段に低い傾向にあります。従って、広範な地域をまたがって移動させる経済合理性は
望めませんので、それらを取り扱うスクラップや産業廃棄物処理業者も全国に点在しているのが実状で
す。
　一方、当社グループの顧客となる全国に拠点展開する大手企業の場合、全国規模で施工されるであろう
解体工事や、それに伴って発生する廃棄物を一括して安心できる一企業グループに委託したいという潜在
的なニーズが存在します。このニーズは、広域での廃棄物処理の場合、煩雑な処理委託先管理の合理化、
処理品質、コンプライアンス、価格の合理性といったものとなります。
　当社グループは、2015年６月に全国の同業他社と当社を含めた７社での包括業務提携を締結しており、
今後当社グループが全国規模で解体事業を展開する過程で発生する副産物のリサイクル資源の販売先及
び産業廃棄物の適正な処理委託先として相互の業務提携活動を積極的に推進し、上述のニーズに対応して
まいります。
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④　内部管理体制の充実と機能向上
　当社グループは、企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可
欠であると認識し、業務の適正性、財務報告の信頼性確保及び法令順守の徹底を進め、その整備を実施致
しました。
　コーポレート・ガバナンスに関しては、内部監査により定期的なモニタリングの実施と内部監査室と監
査役や監査法人との連携を図ることにより適切に運用しておりますが、当社グループは、経営環境や市場
の変化、顧客の動向に対応するために、迅速かつ適正な意思決定及び業務執行の遂行を図ると共に、事業
活動に関する監査を強化することにより、取締役会及び監査役会の機能向上を図ってまいります。
　また、当社グループは、今後も一層の事業拡大を見込んでおりますので、更なる内部管理体制の強化を
図ることで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。

⑤　人材の確保と育成
　当社グループは、今後の事業拡大に合わせ、優秀な人材を継続的に確保し、育成することが、当社グル
ープの施工体制や生産工程の拡充並びに安全衛生管理体制及び環境保全体制強化の観点からも、重要な経
営課題であると認識しております。
　この課題を克服するために、当社グループは社内教育を充実させ社員の資質向上を図り、社員一人ひと
りがレベルアップすると共に、管理職及びリーダーの育成を強化し、事業拡大に伴う組織体制の整備を進
めてまいります。

⑺　主要な事業内容（2019年12月31日現在）
当社グループの主要な事業内容は以下のとおりであります。

事 業 区 分 事 業 内 容

解 体 事 業 建築構造物やプラント・機械設備の撤去及び解体工事事業

環 境 事 業 顧客より排出される廃棄物を再資源化する環境ソリューション事業

金 属 事 業 鉄鋼を中心に金属原料、非鉄金属の加工販売を主とするリサイクル事業
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⑻　主要な営業所及び工場（2019年12月31日現在）
①　当社

本 社 兵庫県たつの市揖保川町正條379番地

龍 野 工 場 兵庫県たつの市揖保町揖保中198番地１

阪 神 事 業 所 兵庫県尼崎市大浜町一丁目31番地１

東 京 支 店 東京都千代田区内神田二丁目16番11号

②　子会社
株 式 会 社 国 徳 工 業 堺市堺区神南辺町一丁54番１号

⑼　従業員の状況（2019年12月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況
事 業 区 分 従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

解 体 事 業 41 （－）名 3名増 （－）

環 境 事 業 43 （3） 4名増 （1）

金 属 事 業 27 （－） 2名増 （△1）

全 社 （ 共 通 ） 35 （－） 5名増 （－）

合 計 146 （3） 14名増 （－）
 

　（注）１．従業員数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グルー
プへの出向者を含む。）であります。

２．従業員数欄の（外書）は、臨時従業員の年間平均雇用者数であります。
３．臨時従業員数には、パートを含み、派遣社員は含んでおりません。

 

４．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門及び運輸部門に所属しているものであり
ます。
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②　当社の従業員の状況
従 業 員 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

121（3）名 15名増（－名増） 39.7歳 6.0年
（注）　従業員数は就業員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パ

ート及び嘱託社員は（　）内に年間の平均人員数を外数で記載しております。

⑽　主要な借入先の状況（2019年12月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 225百万円

株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 138

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 58
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２．会社の株式に関する事項
⑴　発行可能株式総数 6,400,000株
⑵　発行済株式の総数
⑶　株主数

1,713,600株
1,511名

⑷　大株主
株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

Ｈ Ｓ 興 産 株 式 会 社 640千株 37.48％

高 橋 　 克 実 140 8.20

髙 橋 　 勇 史 80 4.69

イ ボ キ ン 従 業 員 持 株 会 53 3.15

Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 日 興 証 券 株 式 会 社 33 1.99

松 井 　 允 三 33 1.97
ＢＮＹＭ　ＳＡ／ＮＶ　ＦＯＲ　ＢＮＹＭ　
ＦＯＲ　ＢＮＹ　ＧＣＭ　ＣＬＩＥＮＴ　Ａ
Ｃ Ｃ Ｏ Ｕ Ｎ Ｔ Ｓ 　 Ｍ 　 Ｌ Ｓ Ｃ Ｂ 　 Ｒ Ｄ

32 1.90

楽 天 証 券 株 式 会 社 20 1.19

山 崎 　 喜 博 20 1.17

髙 橋 　 　 守 18 1.05

（注）１．持株数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２．持株比率は自己株式（6,190株）を控除して計算しております。

３．新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。

－ 10 －
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４．会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役の氏名等

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 高 橋 克 実

常 務 取 締 役 山 崎 喜 博 管理本部管掌

取 締 役 髙 橋 　 守 金属事業部長

取 締 役 髙 見 武 志 環境事業部長

取 締 役 永 津 洋 之
永津公認会計士事務所代表、税理士法人マインド・アー
キテクト代表社員、㈱アイキューブドシステムズ社外監
査役、㈱ＤＬ社外取締役

常 勤 監 査 役 戸 　 塚 　 い づ み

監 査 役 朝 生 一 夫

監 査 役 冨 髙 重 則

（注）１．取締役永津洋之氏は、社外取締役であります。
２．監査役戸塚いづみ氏及び朝生一夫氏は、社外監査役であります。
３．取締役永津洋之氏は、公認会計士の職務を通じて培われた財務・会計に関する相当程度の知見を有し

ております。
４．常勤監査役戸塚いづみ氏は、ＩＳＯ(International Organization for Standardization)／国際標準

化機構のアドバイザーとして取得支援に携わり、コンプライアンス管理・リスク管理・システム構築
に知見を有しております。

５．当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、
同取引所に届け出ております。

－ 11 －
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⑵　取締役及び監査役の報酬等
　　当事業年度に係る報酬等の総額

区 分 員 数 報 酬 等 の 額

取 締 役
（う　　ち　　社　　外　　取　　締　　役）

5名
（1）

98,579　千円
（6,475）

監 査 役
（う　　ち　　社　　外　　監　　査　　役）

3
（2）

15,019
（11,304）

合 計
（う　　ち　　社　　外　　役　　員）

8
（3）

113,598
（17,779）

（注）１．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２．取締役の報酬限度額は、2018年３月30日開催の第34期定時株主総会において、年額100百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
３．監査役の報酬限度額は、2018年３月30日開催の第34期定時株主総会において、年額20百万円以内

と決議いただいております。
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⑶　社外役員に関する事項
　①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役永津洋之氏は、永津公認会計士事務所の代表、税理士法人マインド・アーキテクト
の代表社員、株式会社アイキューブドシステムズの社外監査役及び株式会社ＤＬの社外取締
役であります。永津公認会計士事務所、税理士法人マインド・アーキテクト株式会社、アイ
キューブドシステムズ及び株式会社ＤＬと当社との間には特別の関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
区　　　　　　　　　　分 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取締役 永 津 洋 之 当事業年度に開催された取締役会20回全てに出席致しました。公認会
計士の専門的見地から適宜必要な発言を行っております。

監査役 戸 　 塚 　 い づ み

当事業年度に開催された取締役会20回全てに出席し、また、開催された
監査役会13回全てに出席致しました。
当社の属する業界での広範囲な知識に基づき、適宜必要な発言を行って
おります。

監査役 朝 生 一 夫

当事業年度に開催された取締役会20回全てに出席し、また、開催された
監査役会13回全てに出席致しました。
元企業経営者の豊富な経験・見地から取締役会において、取締役の意思
決定の妥当性・適正性を確保する発言を行っております。また、監査役
会において、豊富な経験と高い見識に基づき適宜必要な発言を行ってお
ります。

－ 13 －
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５．会計監査人に関する事項
⑴　名称　　有限責任 あずさ監査法人

⑵　報酬等の額
報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 22百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など
が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の
判断を致しました。

⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。
　また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が
選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨
と解任の理由を報告致します。

⑷　責任限定契約の内容の概要
　当社と有限責任 あずさ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第
１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

－ 14 －
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６．業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決議内容の概要

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき2017年６月14日の取締役会にて、以下のように
業務の適正性を確保するために体制整備の基本方針（内部統制システムの整備に関する基本方
針）を定めております。概要は次のとおりであります。
１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（会社法第362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第４号）
①　「取締役会規程」をはじめとする諸規程を整備し、取締役及び使用人への周知・徹底を行

う。
②　当社の取締役及び使用人は「コンプライアンス管理規程」に従い、法令、定款及び社会規

範を遵守した行動をとる。
③　コンプライアンスに関するリスク管理を行うことを目的とした「内部通報窓口に関する規

程」を制定しており、社内及び社外の通報窓口を設置することで、不正行為の未然防止及び
早期発見に努めている。また、不正行為の通報者及びその協力者に不利益が生じる恐れのな
いよう通報者等の保護義務を定めている。

④　「内部監査規程」に基づき、社長直轄の内部監査室による内部監査を実施し、取締役及び
使用人の職務の執行が適切に行われているか検証する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
（会社法施行規則第100条第１項第１号）
①　「文書管理規程」に基づき、取締役会議事録、稟議書、契約書等の職務に係る重要書類を

適切に保管・管理を行う。なお、取締役及び監査役はこれらの文書を常時閲覧することがで
きる。

②　不正な取得、使用及び開示その他社外への流出を防止するために「営業機密管理規程」及
び「個人情報保護規程」を定め、会社及び個人に関する情報の適切な管理を行う。

③　各法令及び証券取引所の定める諸規則等の要求に従い、会社情報を適時適切に開示する。

－ 15 －
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３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（会社法施行規則第100条第１項第２号）
①　当社の危機回避及び危機が発生した場合の当社被害の最小化を目的とする「リスク管理規

程」を制定し、リスクの事前把握及びリスクマネジメント・システムの構築に努める。
②　「リスク管理委員会」を原則として年４回開催し、広範なリスク管理についての協議を行

い、リスクへの対策を検討する。
③　緊急事態発生の際には、社長は直ちに緊急対策本部を設置し、情報の収集・分析、対応策・

再発防止策の検討・実施等を行い、事態の早期解決に努める。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第３号）
①　取締役会は、「取締役会規程」に基づき、１ヵ月に１回開催するほか、必要に応じて随時

開催する。
②　意思決定の迅速化のため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟

議規程」に従って、効率的に職務の執行を行う。

５．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（会社法施行規則第100条第１項第５号）
①　当社では、「関係会社管理規程」において、当社による子会社の管理に係る業務、子会社

から当社への協議・承認事項及び報告事項を定め、子会社に対して適切な管理を行う。
②　子会社は当社の内部監査室による定期的な監査の対象とし、監査の結果については社長及

び担当役員に報告がなされる。また、監査の結果に基づいて、必要があれば社長及び担当役
員は子会社に対して指導または勧告を行う。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
（会社法施行規則第100条第３項第１号及び第２号）
①　監査役がその職務を補助すべき使用人を求めた場合は、取締役会での協議の上、人数及び

権限等を決定し、任命する。
②　当該使用人の人事評価・異動については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当

該使用人の取締役からの独立性を確保する。
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７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
（会社法施行規則第100条第３項第４号）
①　取締役及び使用人は、法定事項のみならず、当社に重大な影響を及ぼす事項、その他法令

に違反する事実等が発生又は発生する恐れがあると認識した場合は、速やかに監査役に報告
する。

②　取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。
③　内部監査室は、監査役に内部監査の実施状況を随時報告する。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（会社法施行規則第100条第３項第７号）
①　取締役との定期的な意見交換の実施や監査役と内部監査室との連携が図れる環境の整備に

より、取締役及び使用人との適切な意思疎通及び監査業務の実効性を確保する。
②　監査役は、必要に応じて公認会計士・弁護士等の専門家の意見を求めることができる。

９．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
　「反社会的勢力に対する対応マニュアル」を制定し、健全な会社経営のため、反社会的勢力
とは一切関わりを持たず、不当な要求に対しては断固としてこれを拒否する。

10．財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切
な提出に向け、内部統制システムの運用を行うこととする。また、その仕組みが適正に機能す
ることを継続的に評価し、必要な是正を行うこととする。
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⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、以下の具体的な取り組みを
行っております。
①　重要な会議の開催状況

　当事業年度において、毎月１回以上取締役会を開催し、各議案についての十分な審議や取締
役の業務執行状況についての報告が行われ、活発な意見交換がなされております。

②　コンプライアンス・リスク管理に関する取り組み
　コンプライアンス意識の徹底を図るため、定期的に教育を実施しております。また、内部監
査室では、法令、定款、社内規程等の遵守状況を監査項目に加え、会社の業務が適切に行われ
ているかの内部監査を実施しております。リスク管理の観点からは、四半期毎にリスク管理委
員会を開催し、コンプライアンス違反行為等を把握するため内部通報制度を設け、コンプライ
アンス違反行為等が発生した場合には防止対策の策定、全社に向けた注意喚起を実施しており
ます。

③　監査役の監査体制
　当事業年度において毎月１回以上監査役会を開催し、監査役会において定めた監査計画に基
づいた監査を実施しております。また、当事業年度において開催された取締役会への出席のほ
か、その他の重要な会議への出席を通じて、取締役による業務の執行を監査しております。監
査役会は、監査の実効性を高めるため、内部監査室及び監査法人と定期的に意見・情報交換を
実施し監査の実効性を高めております。

④　財務報告に係る信頼性の確保に対する取り組み
　当社グループの財務報告に係る内部統制の強化については、適正な財務書類の作成に向けて
その体制の強化を図り、法令遵守やリスク管理についての教育を行っております。

本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。
また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資   産   の   部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形 及 び 売 掛 金
完 成 工 事 未 収 入 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 成 工 事 支 出 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
最 終 処 分 場
土 地
リ ー ス 資 産
そ の 他

無 形 固 定 資 産
の れ ん
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

2,117,015
1,226,798

509,503
174,717

5,538
4,170

53,014
70,448
72,928
△104

2,482,596
1,891,237

310,692
563,499
72,039

856,650
46,642
41,712
16,124

5,463
10,661

575,235
275,354
179,651
74,601
45,627

（ 負   債   の   部 ）
流 動 負 債 1,034,183

買 掛 金 201,276
工 事 未 払 金 79,927
1年内返済予定の長期借入金 157,135
未 払 金 287,122
未 払 法 人 税 等 94,415
賞 与 引 当 金 32,022
そ の 他 182,283

固 定 負 債 711,000
長 期 借 入 金 385,320
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 235,994
退 職 給 付 に 係 る 負 債 23,822
資 産 除 去 債 務 30,735
そ の 他 35,128

負 債 合 計 1,745,183
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,846,970
資 本 金 130,598
資 本 剰 余 金 945,418
利 益 剰 余 金 1,788,016
自 己 株 式 △17,062

その他の包括利益累計額 7,457
その他有価証券評価差額金 7,457

純 資 産 合 計 2,854,428
資 産 合 計 4,599,612 負 債 純 資 産 合 計 4,599,612

－ 19 －
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連 結 損 益 計 算 書

(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 6,250,705
売 上 原 価 5,113,247

売 上 総 利 益 1,137,457
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 832,652

営 業 利 益 304,804
営 業 外 収 益

受 取 利 息 81
受 取 配 当 金 978
受 取 手 数 料 3,121
受 取 保 険 金 10,480
保 険 解 約 返 戻 金 29,756
そ の 他 6,300 50,718

営 業 外 費 用
支 払 利 息 3,415
そ の 他 1,229 4,645
経 常 利 益 350,877

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 4,337
災 害 保 険 金 収 入 4,543 8,880

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 5,796
災 害 に よ る 損 失 3,177 8,974
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 350,784
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 136,572
法 人 税 等 調 整 額 △67,335 69,237
当 期 純 利 益 281,547

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 281,547

－ 20 －
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連結株主資本等変動計算書

(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 130,598 945,418 1,552,734 △231 2,628,518

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △46,264 △46,264
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 281,547 281,547

自 己 株 式 の 取 得 △16,831 △16,831

株主資本以外の項目の当期変動
額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 235,282 △16,831 218,451

当 期 末 残 高 130,598 945,418 1,788,016 △17,062 2,846,970

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
純資産合計そ の 他 有 価 証

券 評 価 差 額 金
そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 2,824 2,824 2,631,343

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △46,264

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 281,547

自 己 株 式 の 取 得 △16,831

株主資本以外の項目の当期変動
額 ( 純 額 ) 4,633 4,633 4,633

当 期 変 動 額 合 計 4,633 4,633 223,084

当 期 末 残 高 7,457 7,457 2,854,428

－ 21 －
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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
　　　連結子会社の状況

　　　・連結子会社の数　　　　　　　１社
　　　・連結子会社の名称　　　株式会社国徳工業

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
　　　　連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

⑶　会計方針に関する事項
　　　　　①　重要な資産の評価基準及び評価方法
　　　　　　　イ　その他有価証券
　　　　　　　　　　　時価のあるもの
　　　　　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
　　　　　　　　　　　時価のないもの

　　　　移動平均法による原価法を採用しております。
　　　　　　　ロ　たな卸資産

（イ）商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品
　　　　　　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。
（ロ）未成工事支出金

　　　　　　　　　　　　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ
り算定）を採用しております。

－ 22 －
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　　　　　②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ　有形固定資産（リース資産を除く）
　　主として定額法を採用しております。最終処分場については埋立量に基づいて費用処理して

おります。
ロ　無形固定資産

定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定
額法を採用しております。

ハ　リース資産
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　　　　　③　重要な引当金の計上基準
イ　貸倒引当金
　　売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、当社グループは一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金
　当社グループは従業員の支払に備えて、賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計上して
おります。

　　　　　　ハ　役員退職慰労引当金
　　　役員の退職慰労金の支出に備えて、当社グループは役員退職慰労金規程に基づく期末要支給

額を計上しております。

　　　　　④　退職給付に係る会計処理の方法
　　退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職

給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

－ 23 －

連結注記表



　　　　　⑤　重要な収益及び費用の計上基準
　　完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　　完成工事高の計上は、工事完成基準を適用しております。

⑥　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

　　　　　⑦　その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理

　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

２．会計方針の変更
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）
　従来、当社及び連結子会社の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法については、定率法
（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に
取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当連結会計年度より定
額法に変更しております。
　この変更は、当社の中期経営計画において策定した大型の設備投資を契機に有形固定資産の減価償却
の方法を再検討した結果、今後設備が長期にわたり安定的に稼働することが見込まれ、投資効果が平均
的に生ずると見込まれることから、定額法がより合理的と判断したことによるものであります。
　この変更により、従来の方法と比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期
純利益がそれぞれ71,441千円増加しております。

３．表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当連
結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債
は固定負債の区分に表示しております。
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４．連結貸借対照表に関する注記
　⑴　担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。
建物及び構築物 96,961千円
機械装置及び運搬具 1,440
土地 210,701

計 309,102

担保付債務は、次のとおりであります。
１年内返済予定の長期借入金 47,112千円
長期借入金 80,232

計 127,344

　⑵　有形固定資産の減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額 1,736,856千円

　⑶　最終処分場勘定
　最終処分場勘定については、廃棄物の最終処分を行う目的で取得した土地代金、当該土地取得に要した費用、
建設費用及び資産除去債務に対する除去費用を計上しております。また当該勘定科目は、廃棄物の埋立量によ
り償却しております。

　⑷　期末日満期手形及び電子記録債権
　期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日又は決済日をもって決済処理をしてお
ります。
　なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれてお
ります。

受取手形 12,150千円

－ 25 －
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５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
　⑴　発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

普通株式 1,713,600 - - 1,713,600

　⑵　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

普通株式 110 6,080 - 6,190

（注）    変動事由の概要
市場買付による増加 6,000株
単元未満株式の買取による増加 80株

　⑶　剰余金の配当に関する事項
　　　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

決 議 予 定 株 式 の
種 類

配 当 の
原 資

配当金の
総額

１株当たり
配 当 額 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 0 年 3 月 2 6 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 51,222千円 30円 2019年12月31日 2020年3月27日
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６．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、主に設備投資に必要な資金の調達を目的として、銀行等金融機関からの借入によ
り資金を調達しております。また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。デリバ
ティブ取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及びそのリスク
　営業債権である受取手形及び売掛金、完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されておりま
す。
　投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、市場価格の変動リスクに晒され
ております。

③　金融商品に係るリスク管理体制
【信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理】

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、各部署が主要な取引先の状況を定期的
にモニタリングし、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

【市場リスクの管理】
　当社グループは、投資有価証券について定期的に時価や発行体の財務状況などを把握することによ
り、管理しております。

【資金調達に係る流動性リスクの管理】
　当社グループは、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金計画を作成、更新することで、流
動性リスクを管理しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、
変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動すること
もあります。
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⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2019年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるもの((注)２参照)は次の表には含まれていません。

連結貸借対照表計上額
（千円） 時価（千円） 差額（千円）

⑴　現金及び預金 1,226,798 1,226,798 －

⑵　受取手形及び売掛金 509,503 509,503 －

⑶　完成工事未収入金 174,717 174,717 －

⑷　投資有価証券 69,956 69,956 －

資産計 1,980,975 1,980,975 －

⑴　買掛金 201,276 201,276 －

⑵　工事未払金 79,927 79,927 －

⑶　長期借入金（１年内返済予定も含む） 542,455 544,372 1,917

⑷　未払金 287,122 287,122 －

⑸　未払法人税等 94,415 94,415 －

負債計 1,205,198 1,207,115 1,917
（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資　産
⑴現金及び預金、⑵受取手形及び売掛金、⑶完成工事未収入金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。

⑷投資有価証券
　投資有価証券の時価は、取引所の価格によっております。

負　債
⑴買掛金、⑵工事未払金、⑷未払金、⑸未払法人税等

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額に
よっております。
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⑶長期借入金（１年内返済予定も含む）
　長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いた現在価値により算出しております。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 205,398

　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と考えられるため、「⑷
投資有価証券」には含まれておりません。

３．金銭債権の連結決算日後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 1,226,798 － － －

受取手形及び売掛金 509,503 － － －

完成工事未収入金 174,717 － － －

合計 1,911,019 － － －

４．有利子負債の連結決算日後の返済予定額

１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 157,135 145,781 137,160 67,845 20,014 14,520

７．１株当たり情報に関する注記
　　⑴　１株当たり純資産額 1,671円78銭
　　⑵　１株当たり当期純利益 164円33銭
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貸　借　対　照　表
（2019年12月31日現在）

（単位：千円）
科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資   産   の   部 ）
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
完 成 工 事 未 収 入 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
未 成 工 事 支 出 金
前 渡 金
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
最 終 処 分 場
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
保 険 積 立 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他

1,509,025
824,568
25,950

424,380
70,714
5,538
4,170

52,635
35,464
6,176

22,994
36,535
△104

2,482,046
1,759,510

276,262
34,430

399,750
33,725
41,012
72,039

856,650
45,639
10,263

9,048
1,215

712,272
275,354
201,730

1,091
2,140

179,651
13,512
38,791

（ 負   債   の   部 ）
流 動 負 債 727,140

買 掛 金 201,276
工 事 未 払 金 36,608
１年内返済予定の長期借入金 134,287
リ ー ス 債 務 15,761
未 払 金 78,823
未 払 費 用 93,900
未 払 法 人 税 等 87,820
前 受 金 303
未 成 工 事 受 入 金 16,580
預 り 金 11,758
賞 与 引 当 金 32,022
そ の 他 17,998

固 定 負 債 640,971
長 期 借 入 金 316,712
リ ー ス 債 務 33,707
退 職 給 付 引 当 金 23,822
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 235,994
資 産 除 去 債 務 30,735

負 債 合 計 1,368,111
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,615,501
資 本 金 130,598
資 本 剰 余 金 945,418

資 本 準 備 金 90,598
そ の 他 資 本 剰 余 金 854,819

利 益 剰 余 金 1,556,548
利 益 準 備 金 10,000
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,546,548

特 別 償 却 準 備 金 7,656
別 途 積 立 金 15,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,523,892

自 己 株 式 △17,062
評 価 ・ 換 算 差 額 等 7,457

その他有価証券評価差額金 7,457

純 資 産 合 計 2,622,959
資 産 合 計 3,991,071 負 債 純 資 産 合 計 3,991,071
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損　益　計　算　書

(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

（単位：千円）
科 目 金 額

売 上 高 5,529,556
売 上 原 価 4,534,840

売 上 総 利 益 994,716
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 738,299

営 業 利 益 256,417
営 業 外 収 益

受 取 利 息 76
受 取 配 当 金 976
受 取 手 数 料 3,121
受 取 保 険 金 10,480
保 険 解 約 返 戻 金 29,756
そ の 他 4,239 48,650

営 業 外 費 用
支 払 利 息 2,748
そ の 他 541 3,290
経 常 利 益 301,776

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 4,246
災 害 保 険 金 収 入 4,543 8,790

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 7,826
災 害 に よ る 損 失 3,177 11,003
税 引 前 当 期 純 利 益 299,563
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 113,785
法 人 税 等 調 整 額 △6,576 107,208
当 期 純 利 益 192,354

－ 31 －

損益計算書



株主資本等変動計算書

(2019年 1 月 1 日から
2019年12月31日まで)

（単位：千円）
株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計特 別 償 却
準 備 金 別途積立金 繰 越 利 益

剰 余 金

当 期 首 残 高 130,598 90,598 854,819 945,418 10,000 11,440 15,000 1,374,017 1,410,458
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △46,264 △46,264
当 期 純 利 益 192,354 192,354
特別償却準備金の
取 崩 △3,784 3,784 －

自 己 株 式 の 取 得
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － － － － △3,784 － 149,874 146,090
当 期 末 残 高 130,598 90,598 854,819 945,418 10,000 7,656 15,000 1,523,892 1,556,548

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等
純資産
合 計自 己 株 式 株 主 資 本

合 計
そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

評価・換
算差額等
合 計

当 期 首 残 高 △231 2,486,243 2,824 2,824 2,489,067
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △46,264 △46,264
当 期 純 利 益 192,354 192,354
特別償却準備金の
取 崩 － －

自 己 株 式 の 取 得 △16,831 △16,831 △16,831
株主資本以外の項目の当
期 変 動 額 ( 純 額 ) 4,633 4,633 4,633

当 期 変 動 額 合 計 △16,831 129,258 4,633 4,633 133,891
当 期 末 残 高 △17,062 2,615,501 7,457 7,457 2,622,959
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　有価証券の評価基準及び評価方法
①　子会社株式

移動平均法による原価法
②　その他有価証券

時価のあるもの
　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
　移動平均法による原価法を採用しております。

⑵　たな卸資産の評価基準及び評価方法
①　商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）を採用しております。

②　未成工事支出金
　個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し
ております。

⑶　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産（リース資産を除く）

　主として定額法を採用しております。最終処分場については埋立量に基づいて費用処理しております。
②　無形固定資産

　定額法を採用しております。
　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用
しております。
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③　リース資産
　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を
零とする定額法を採用しております。

⑷　引当金の計上基準
①　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等
特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金
　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

③　退職給付引当金
　退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とす
る方法を用いた簡便法を適用しております。

④　役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。

⑸　完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　完成工事高の計上は、工事完成基準を適用しております。

⑹　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
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２．会計方針の変更
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

（有形固定資産の減価償却方法の変更）
　従来、当社の有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却方法については、定率法（ただし、1998
年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附
属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法に変更しており
ます。
　この変更は、当社の中期経営計画において策定した大型の設備投資を契機に有形固定資産の減価償却
の方法を再検討した結果、今後設備が長期にわたり安定的に稼働することが見込まれ、投資効果が平均
的に生ずると見込まれることから、定額法がより合理的と判断したことによるものであります。
　この変更により、従来の方法と比べて、当事業年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利
益がそれぞれ48,333千円増加しております。

３．表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）
　「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を当事
業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固
定負債の区分に表示しております。
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４．貸借対照表に関する注記
⑴　担保に供している資産及び担保に係る債務

①　担保に供している資産
建物 96,961千円
機械及び装置 1,440千円
土地 210,701千円

計 309,102千円
②　担保に係る債務

１年内返済予定の長期借入金 47,112千円
長期借入金 80,232千円

計 127,344千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 1,518,301千円

⑶　関係会社に対する金銭債務は次のとおりであります。
　　短期金銭債務 2,818千円

５．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 319千円
仕入高 7,827千円
外注費 92,777千円

６．株主資本等変動計算書に関する注記
　　自己株式に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首 増 加 減 少 当 事 業 年 度 末

普 通 株 式 （ 株 ） 110 6,080 － 6,190

（注）自己株式変動事由の概要
市場買付による増加 6,000株
単元未満株式の買取による増加 80株
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７．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
未払事業税 5,506千円
賞与引当金 9,792千円
退職給付引当金
役員退職慰労引当金
減価償却超過額
資産除去債務

7,284千円
72,167千円
9,762千円
9,398千円

その他 13,761千円
繰延税金資産小計 127,673千円
評価性引当額 △100,375千円
繰延税金資産合計 27,297千円
繰延税金負債

特別償却準備金
資産除去債務に対応する除去費用

△3,372千円
△7,127千円

その他有価証券評価差額金 △3,285千円
繰延税金負債合計 △13,785千円
繰延税金資産の純額 13,512千円

８．１株当たり情報に関する注記
⑴　１株当たり純資産額 1,536円22銭
⑵　１株当たり当期純利益 112円27銭

９．その他の注記
　記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて、比率の表示桁未満は、四捨五入して表示しております。
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連結計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年２月18日
株式会社イボキン

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 余 野 憲 司 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 　 岳 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社イボキンの2019年１月１日から2019
年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主
資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見
を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して
監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的
な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監
査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に
基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算
書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及び
その適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討
することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、株式会社イボキン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益
の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項

連結注記表の「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載されているとお
り、会社及び連結子会社は、従来、定率法を採用していた有形固定資産の減価償却方法について、当連結会
計年度より定額法に変更している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上
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計算書類に係る会計監査報告
独立監査人の監査報告書

2020年２月18日
株式会社イボキン

取締役会　御中
有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 余 野 憲 司 ㊞
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 田 　 岳 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社イボキンの2019年１月１日か
ら2019年12月31日までの第36期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びそ

の附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運
用することが含まれる。
監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細
書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の
基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施すること
を求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が
実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重
要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手
続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業
会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要
な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項

個別注記表の「会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更」に記載されているとお
り、会社及び連結子会社は、従来、定率法を採用していた有形固定資産の減価償却方法について、当事業年
度より定額法に変更している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
当監査役会は、2019年１月１日から2019年12月31日までの第36期事業年度の取締役の職務

の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査
の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要
な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、
子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社か
ら事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す
るための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、
必要に応じて説明を求めました。
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以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。

２．監査の結果
　（1）　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してい
るものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

　（2）　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　 会計監査人　有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　（3）　連結計算書類の監査結果
　　 　会計監査人　有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年２月19日

株 式 会 社 イ ボ キ ン 　 監 査 役 会
常 勤 監 査 役
(社外監査役) 戸　塚　いづみ ㊞
監 　 査 　 役
(社外監査役) 朝 生 一 夫 ㊞

監 　 査 　 役 冨 髙 重 則 ㊞

以　上
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株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件
　当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本と
しながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり当期の期末配当をさせていただきたいと存じ
ます。

　　期末配当に関する事項
１．　配当財産の種類

　金銭と致します。
２．　配当財産の割当てに関する事項及びその総額

　当社普通株式１株につき金30円と致したいと存じます。
　なお、この場合の配当総額は51,222,300円となります。

３．　剰余金の配当が効力を生じる日
　2020年３月27日と致したいと存じます。
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第２号議案　定款一部変更の件
１．提案の理由

　法令に定める監査役の員数が欠けた場合に備えるため、補欠監査役の選任決議の規定を新設す
るものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）
現 行 定 款 変 更 案

第５章　監査役及び監査役会 第５章　監査役会及び監査役会
（監査役の選任方法） （監査役の選任方法）

第32条  （条文省略） 第32条  （現行どおり）
２　（条文省略）
　　（新設）

２　（現行どおり）
３　当会社は、会社法第329条第３項の規定によ

り、法令に定める監査役の員数を欠くこととな
る場合に備えて、株主総会において補欠監査役
を選任することができる。
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第３号議案　取締役５名選任の件
　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名
の選任をお願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
 

（生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

１
たか
高

はし
橋

かつ
克

み
実

（1969年５月６日生）

1993年 ３月 津田鋼材株式会社　入社

140,000株

1995年 ５月 株式会社ヤタカ　入社
1998年 ６月 当社　入社
2002年10月 当社　常務取締役　就任
2003年10月 当社　専務取締役　就任
2007年10月 当社　代表取締役社長　就任（現任）

２
やま
山

さき
崎

よし
喜

ひろ
博

（1955年８月14日生）

1978年 ４月 丸紅株式会社　入社
20,000株2003年 １月 当社　入社

2007年11月 当社　常務取締役　就任（現任)

３
たか
髙

はし
橋

 
　

まもる
守

（1961年１月21日生）

1981年 ２月 株式会社岩田建材　入社

18,000株

1984年 ６月 金海建材　入社
2000年 ２月 当社　入社
2010年 ５月 当社　製造部統括部長
2016年 ２月 当社　取締役金属事業部長就任（現

任）

４
たか
髙

み
見

たけ
武

し
志

（1966年２月26日生）

1985年 ４月 陸上自衛隊　入隊

14,000株

1987年 ４月 株式会社ホリデー　入社
1991年 ３月 日本興業株式会社　入社
2004年 ８月 当社　入社
2010年 ５月 当社　営業統括部長
2012年12月 当社　阪神事業所長
2016年 ２月 当社　取締役環境事業部長　就任（現

任）
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候補者
番　号

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
 

（生 年 月 日 ）
略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所有する当社
の 株 式 の 数

５
なが
永

つ
津

ひろ
洋

ゆき
之

（1970年11月11日生）

1996年 ８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有
限責任監査法人）福岡事務所　入所

－

2000年 ８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有
限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福
田公認会計士事務所　入所

2004年 ８月 永津公認会計士事務所　代表就任（現
任）

2009年３ 月 当社　監査役　就任
2016年10月 当社　取締役　就任（現任）
〔重要な兼職の状況〕
永津公認会計士事務所
税理士法人マインド・アーキテクト
株式会社アイキューブドシステムズ
株式会社ＤＬ

【社外取締役候補者とした理由】
　同氏は、公認会計士の職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識と豊富な経験を有しており、
また株式会社アイキューブドシステムズ及び株式会社ＤＬの社外取締役としての経験をもとに、当社社外取締
役として職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き同氏を社外取締役候補者としております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．取締役候補者のうち、永津洋之氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者

であります。
３．永津洋之氏は現在、当社の社外取締役でありますが、その在任期間は、本総会終結の時をもって３年

と６ヵ月となります。
４．当社は、永津洋之氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出てお

ります。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
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第４号議案　補欠監査役１名選任の件
　法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするもの
であります。
　なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
　補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ふ

氏
 

　
り

　
 

　
が

　
 

　
な

名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る 当 社
の 株 式 の 数

はし
橋

もと
本

のり
法

とも
知

（1954年７月30日生）

1977年 ４月 三菱電機株式会社入社

－

2008年 ４月 同社人事部長
2009年 ４月 同社常務執行役　人事部長　就任
2009年 ６月 同社取締役　常務執行役　人事部長　就任

2012年 ４月 同社取締役　専務執行役　経営企画室長　
就任

2016年４ 月 同社取締役　就任
2016年７ 月 同社顧問
2019年５ 月 当社顧問

（現在）

［重要な兼職の状況］
加賀電子株式会社社外取締役

【補欠の社外監査役候補者とした理由】
　同氏は、他社での役員経験のほか、経営全般に関する高い見識を有しており、これらの経験と知見により、
社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

（注）１．候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．橋本法知氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
３．橋本法知氏が社外監査役に就任された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第１項の規定に基

づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。
なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額と致
します。
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第５号議案　取締役の報酬額改定の件
　当社の取締役の報酬額は、2018年３月30日開催の第34期定時株主総会において、年額100百万円
以内と決議いただき今日に至っておりますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたし
まして、取締役の報酬額を年額300百万円以内（うち社外取締役分50百万円以内）と改めさせていた
だきたいと存じます。また、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含
まないものといたしたいと存じます。
　なお、現在の取締役は５名（うち社外取締役１名）でありますが、第３号議案が原案どおり承認可
決されますと、取締役は５名（うち社外取締役１名）となります。

以　上
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〈新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ〉
　新型コロナウイルス感染症が流行しておりますが、株主総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点での流
行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防策にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申しあげます。
　また、株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合がありますので、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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